
様式４  附属機関等概要  

附属機関等名  

（庶務担当課）  

埼玉県文化財保護審議会  

（文化資源課）  

設 置 年 月 日 昭和５１年４月１日  

設 置 根 拠 等 

文化財保護法第１９０条第１項  

埼玉県文化財保護審議会条例  

埼玉県文化財保護審議会規則  

委員定数・任期  ２０人以内・２年  

職 務 内 容 

教育委員会の諮問により、文化財の保存及び活用に関する

重要な事項について調査審議し、これらの事項に関して教

育委員会に建議する。  

公開・非公開  

の別  

公開   

 

令 和 ４ 年 度 の 

活 動 状 況 

・開催日  

・場 所  

・議題等  

第１回  

 開催日  令和４年７月２６日（火）  

 場 所 さいたま共済会館  ５０４会議室  

 議題等  １ 令和４年度諮問の文化財について  

      ⑴  県指定文化財の指定  

      ⑵  県指定文化財の追加指定並びに名称変更  

     ２ 各部会の調査・検討事項について  

     ３ 報告 

      ⑴  令和３年度の指定文化財の現状変更  

      ⑵  令和４年度文化財関係主要事業  

第２回  

 開催日  令和５年２月１３日（月）  

 場 所 文書館  講座室  

 議題等  １ 令和４年度答申の文化財について  

      ⑴  県指定文化財の指定  

      ⑵  県指定文化財の追加指定並びに名称変更  

     ２ 各部会の調査・検討事項について  

     ３ 報告 

      ⑴  令和４年度国・県指定等文化財の主な補  

        助事業  

      ⑵  令和４年度新規国指定・登録文化財  

      ⑶  特別史跡埼玉古墳群の二子山古墳のき損  

        被害  

 


